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淀川水系流域治水プロジェクト 淀川（京都府域）分会【位置図】
～みず・ひと縒る古都を支える流域対策の推進～

○京都府域では、宇治川、木津川、桂川が1箇所で合流する三川合流点が存在。
○三川合流点の上流では、合流点の高い水位によるバックウォーター現象から、各河川において、水位が高く洪水が流れにくい状態となるため、内水河川
からの排水が困難となり、近年洪水でも内水被害が発生。
○このため、三川合流点への流量の低減や合流時間を分散させ、バックウォーター現象を抑制する対策等を実施する。

桂川上流圏域

堤防整備、河道掘削、河道拡幅、雨水排水網整備、
貯留施設整備、砂防堰堤等の整備、森林整備 等

桂川下流圏域

木津川圏域

宇治川圏域

善峰川

奈良県

滋賀県

京都府

大阪府

ﾎﾟﾝﾌﾟ場等の排水機能整備
【木津川市】

貯留施設整備
【久御山町】

貯留施設整備
【八幡市】

貯留施設整備

貯留施設整備
ﾎﾟﾝﾌﾟ場等の排水機能整備

【長岡京市】

堰改築

堤防整備

雨水排水網整備
【亀岡市】

雨水排水網整備
【八幡市】

ﾎﾟﾝﾌﾟ場等の排水機能整備
【井手町】

雨水排水網整備
【精華町】

貯留施設整備
【南丹市】

砂防堰堤等の整備

森林整備

森林整備

森林整備

森林整備

貯留施設整備
【亀岡市】

貯留施設整備
【木津川市】

砂防堰堤等の整備

砂防堰堤等の整備

砂防堰堤等の整備

砂防堰堤等の整備

流水の貯留機能の拡大

流水の貯留機能の拡大

雨水排水網整備
【京都市】

流水の貯留機能の拡大（天ヶ瀬ダム再開発）

ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ更新

ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ更新

ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ更新

ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ更新

ﾎﾟﾝﾌﾟ場等の排水機能整備
【久御山町】

貯留施設整備
雨水排水網整備
【宇治市】

ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ更新

ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ更新

雨水排水網整備
【京田辺市】

ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ更新

ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ更新

河道掘削

堤防整備、河道掘削、河道拡幅、堰改築、
貯留施設整備、雨水排水網整備等

堤防整備、河道掘削、河道拡幅、貯留施設整備、
砂防堰堤等の整備、雨水排水網整備等

堤防整備、河道掘削、河道拡幅、貯留施設整備、
雨水排水網整備、ポンプ場等の排水機能整備等

N

雨水排水網整備
【城陽市】

※ ○○川 は、整備中または整備予定の府・政令市管理河川を示したものである。

※具体的な対策内容については、主な対策を記載しており、今後の調査・検討により変更と

なる場合があります。

※他の事業者の計画も見直されれば、同様に反映します。

※新たな関係者にも広く参加を呼びかけることから、新たな関係者の計画も反映します。

●被害対象を減少させるための対策
・立地適正化計画策定
・条例等に基づき計画している安全なまちづくり
・水害リスクマップの作成

●氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
・堤防整備、河道掘削、堰改築、堰撤去、護岸補強
・砂防堰堤等の整備
・雨水排水網整備、ﾎﾟﾝﾌﾟ場等の排水機能整備
・天ヶ瀬ダム再開発
・流水の貯留機能の拡大
・堆積土砂撤去
・河川管理施設等の老朽化対策
・河道内樹木の伐採
・森林整備
・ため池等の整備、貯留施設整備
・開発行為に伴う調整池の設置
・各家庭等における雨水貯留施設整備への助成 等

●被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
・地区タイムラインの活用
・広域避難計画の策定
・要配慮者避難確保計画等の作成、支援
・ハザードマップ更新
・マイ・防災マップ、マイ・タイムラインの作成支援
・まるごとまちごとハザードマップの整備
・分かりやすい防災気象情報の提供
・ＶＲ・ＡＲ等を用いた情報発信
・排水ポンプ車出動要請の連絡体制の整備、排水計画に
基づく排水訓練の実施

・避難行動に資する情報発信等の高度化及び防災情報の
充実

・「局地的豪雨探知システム」の活用推進とゲリラ豪雨
対策アクションプランの策定

・災害救援に寄与する浸水エリア外の道路ﾈｯﾄﾜｰｸ整備

０ ５ １０ ２０km

大臣管理区間

凡 例

堤防整備

河道掘削
堰改築、堰撤去

県境

市町村境

貯留施設整備
雨水排水網整備 等

道路整備

拡充する治水対策

八幡市
あさかぜ公園雨水地下貯留施設

宇治市公園地下貯留施設

京都府 いろは呑龍トンネル

京都府内各市 マイクロ呑龍（雨水各戸貯留）

京田辺市マイ防災マップ木津川市 （木津駅東口）

国道24号ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備

貯留施設整備
【井手町】

ﾎﾟﾝﾌﾟ場等の排水機能整備

雨水排水網整備
【長岡京市】

雨水排水網整備
【向日市】

河道掘削

河道掘削

堤防整備

堰撤去

護岸補強
（京都市）

■グリーンインフラの取り組み 詳細次ページ

京丹波町
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淀川水系流域治水プロジェクト 淀川(京都府域)分会【位置図】
～みず・ひと縒る古都を支える流域対策の推進～

●治水対策における多自然川づくり
生物の生息・生育環境の保全再生、ワンド保全・再生、魚がのぼり
やすい川への再生、砂州保全

●魅力ある水辺空間・賑わい創出
和束町木津川かわまちづくり、河川景観の保全

●自然環境が有する多様な機能活用の取組み
・淀川環境委員会の提案をふまえた河川環境の整備と保全
・河川レンジャー制度による環境学習、動植物保護活動との連携
・小中学校における河川環境学習の実施
・住民団体と連携した水生生物調査の実施

木津川

名
張
川

四宮川

善峰川

奈良県

滋賀県
京都府

大阪府

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

0 5 10 20km

河道掘削

生物の生息・生育
環境の保全再生

生物の生息・生育環境の保全再生

砂州保全

和束町木津川
かわまちづくり

生駒市

茨木市

南丹市

高槻市

琵琶湖

位置図

淀川流域

凡例

府県境

流域界（区域界）

大臣管理区間

Ｇインフラメニュー

治水メニュー

堤防整備・河道掘削

等

Ｎ

桂川 魚がのぼりやすい川への再生

亀岡市

良好な砂州の保全・再生木津川

【全域に係る取組】
・生態系にも配慮した総合土砂管理の検討
・地域のニーズを踏まえた賑わいのある水辺空間創出への連携・支援

ワンド保全・再生

河道掘削

宇治田原町

和束町

鴨
川

桂川 水生生物調査（桂川嵐山地区）派川改修

生物の生息・生育
環境の保全再生

魚がのぼりやすい
川への再生

魚がのぼりやすい
川への再生

木津川 和束町木津川かわまちづくり整備イメージ

河川景観の保全

ワンド保全・再生

生物の生息・生育
環境の保全再生

河道掘削 河道掘削

●グリーンインフラの取り組み 『ワンドなど変化に富んだ多様な生息環境の保全・再生 』

○宇治川のヨシ原や礫床、木津川の砂州河原に点在するたまりや瀬と淵、桂川の流水域と湛水域が連続する環境やワンドなどの環境に応じて、オオヨシキリをはじめと
する鳥類やナカセコカワニナ、タナゴ類やヨドゼゼラなどの魚介類といった、次世代に引き継ぐべき多様な生態系が存在する。
○水辺にワンドやたまりが数多く存在し、水位の変動によって冠水・攪乱される区域が広範囲に存在し、変化に富んだ地形と固有種を含む多様な生態系を残すことを目
標に、今後概ね20年間でヨドゼゼラの模式産地であるワンドや魚がのぼりやすい川を整備するなど、自然環境が有する多様な機能を活かすグリーンインフラの取組を
推進する。

桂川 河川景観の保全

桂川

（嵐山地区）
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淀川水系流域治水プロジェクト 淀川(京都府域)分会 京都府事業【位置図】
～みず・ひと縒る古都を支える流域対策の推進～

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

位置図

淀川流域

凡例

府県境

流域界（区域界）

大臣管理区間

Ｇインフラメニュー

治水メニュー

堤防整備・河道掘削

等

Ｎ

生物の生息・生育・繁殖環境の
保全、復元及び創出

水際部の復元及び創出
河道掘削
河道拡幅
護岸整備

生物の生息・生育・繁殖環境の
保全、復元及び創出

水際部の復元及び創出

河道掘削

●治水対策における多自然川づくり
水際部の復元及び創出、生物の生息・生育・繁殖環境の保全、復元及び創出、
河畔林の保全

京丹波町

河道掘削
河道拡幅
護岸整備
築堤

水際部の復元及び創出

生物の生息・生育・繁殖環境の
保全、復元及び創出

河道掘削
護岸整備
築堤

水際部の復元及び創出

生物の生息・生育・繁殖環境の
保全、復元及び創出

河道掘削
河道拡幅
護岸整備
築堤
河川付替え

水際部の復元及び創出

生物の生息・生育・繁殖環境の
保全、復元及び創出

奈良県

河畔林の保全

水際部の復元及び創出

河道掘削
河道拡幅
護岸整備

生物の生息・生育・繁殖環境の
保全、復元及び創出

水際部の復元及び創出

河道拡幅
河床掘削

生物の生息・生育・繁殖環境の
保全、復元及び創出

水際部の復元及び創出

河道拡幅
河床掘削

生物の生息・生育・繁殖環境の
保全、復元及び創出

水際部の復元及び創出

河道掘削
築堤

生物の生息・生育・繁殖環境の
保全、復元及び創出

水際部の復元及び創出

河道拡幅
河床掘削

生物の生息・生育・繁殖環境の
保全、復元及び創出

池掘削
堤防嵩上げ

生物の生息・生育・繁殖環境の
保全、復元及び創出

水際部の復元及び創出

河道拡幅
河床掘削

生物の生息・生育・繁殖環境の
保全、復元及び創出

水際部の復元及び創出

河床掘削

生物の生息・生育・繁殖環境の
保全、復元及び創出

水際部の復元及び創出

河道掘削
築堤

生物の生息・生育・繁殖環境の
保全、復元及び創出

水際部の復元及び創出

河床拡幅

0 5 10 20km

河道掘削
護岸整備

河畔林の保全

生物の生息・生育・繁殖環境の
保全、復元及び創出

霞堤の嵩上げ
河道掘削
護岸整備
築堤

水際部の復元及び創出

生物の生息・生育・繁殖環境の
保全、復元及び創出

生物の生息・生育・繁殖環境の
保全、復元及び創出

水際部の復元及び創出 河道掘削
河川付替え

生物の生息・生育・繁殖環境の
保全、復元及び創出

水際部の復元及び創出

天井川
切下げ

京都府

守山市

和束町

河道掘削
河道拡幅
護岸整備
築堤
河川付替え

水際部の復元及び創出

生物の生息・生育・繁殖環境の
保全、復元及び創出

生物の生息・生育・繁殖環境の
保全、復元及び創出

水際部の復元及び創出
捷水路
河道拡幅
河床掘削

東近江市

河床掘削
河道拡幅

生物の生息・生育・繁殖環境の
保全、復元及び創出

水際部の復元及び創出

河川景観の保全

公共空間の整備

●魅力ある水辺空間・賑わい創出
河川景観の保全、公共空間の整備

河道掘削
河道拡幅
護岸整備
築堤
天井川切下げ

水際部の復元及び創出

生物の生息・生育・繁殖環境の
保全、復元及び創出
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区分 対策内容 実施主体
工程

短期 中期 長期

氾濫をできるだけ
防ぐ・減らすための対策

堤防整備、河道掘削、堰撤去
淀川河川事務所

京都府
京都市

流水の貯留機能の拡大

淀川ダム統合管理事務所
琵琶湖河川事務所

大戸川ダム工事事務所
水資源機構

雨水排水網整備
貯留施設整備

（下水道浸水対策事業含む） 等

京都府
久御山町、城陽市、向日市、亀岡市、大山
崎町、京都市、宇治市、八幡市、井手町、
京田辺市 等

被害対象を減少
させるための対策

「安全なまちづくり」に向けた
取り組み（立地適正化計画策定）

長岡京市 等

被害の軽減、早期復旧・復
興のための対策

ハザードマップ作成・更新
まるごとまちごとハザードマップ
の整備、避難体制等の強化 等

気象庁、環境省
京都府、京都市、

木津川市、京田辺市、精華町、宇治田原町、
和束町、笠置町、南山城村 等

災害救援に寄与する浸水エリア外の
道路ネットワーク整備

京都国道事務所

●淀川水系(京都府域)の宇治川、木津川、桂川では上下流・本支川の流域全体を俯瞰しつつ国、府、市町村が一体となって「流域治水」を推進する。
雨の降り方次第で、三河川が同時にピーク流量を迎えることもあり、その際は三川合流点が流れにくく、各支川の水位上昇を助長する。
このため、淀川水系中流域では三川合流点への到達流量を低減、水位低下を図る流域治水対策が重要であり、以下の手順にて推進する。

【短 期】桂川と宇治川において河道掘削等を実施するとともに、天ヶ瀬ダム再開発及び川上ダムを完成させる。
【中 期】引き続き桂川と宇治川において河道掘削等を実施するとともに、桂川の堰撤去と木津川の無堤区間の堤防整備に着手する。
【長 期】河川整備計画で目標としている洪水を安全に流下させるため、引き続き河道掘削等を実施し、流域全体の安全度の向上を図る。
●あわせて、安全なまちづくりや内水被害軽減対策（雨水排水網、貯留施設の整備等）などの流域対策、タイムライン活用等のソフト対策を実施。

※スケジュールは今後の事業進捗によって変更となる場合がある。

気候変動
を踏まえた
更なる対策
を推進

淀川水系流域治水プロジェクト 淀川（京都府域）分会【ロードマップ】
～みず・ひと縒る古都を支える流域対策の推進～

よ

天ヶ瀬ダム再開発完成
（琵琶湖河川事務所）

計画変更
（長岡京市）

【雨水排水網整備】
下水道床上浸水対策事業

（京都市）

【貯留施設整備】
遊水機能を有した公園整備

（亀岡市）

【貯留施設整備】
雨水調整池の整備
（久御山町）

【雨水排水網整備】
公共下水道施設整備事業

（宇治市）
【雨水排水網整備】
排水路整備事業
（京田辺市）

【貯留施設整備】
雨水貯留施設設置

（城陽市）

局地的豪雨探知システムの利活用促進と
ゲリラ豪雨対策アクションプランの策定

（環境省）

避難所標識板の設置
（木津川市）

要配慮者避難確保計画の策定
（京田辺市）

川上ダム完成
（水資源機構）

宇治川・桂川・木津川
河道掘削完了

（淀川河川事務所）
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区分 対策内容 実施主体
工程

短期 中期 長期

グリーンインフラ
の取組

生物の生息・生育環境の保全再生

ワンド保全・再生

魚がのぼりやすい川への再生

砂州保全

和束町木津川かわまちづくり

公共空間の整備

河川景観の保全

淀川環境委員会の提案をふまえた河川環
境の整備と保全

河川レンジャー制度による環境学習、動植
物保護活動との連携

小中学校における河川環境学習の実施

住民団体と連携した水生生物調査の実施

近畿地方整備局 京都府

近畿地方整備局

近畿地方整備局

近畿地方整備局

近畿地方整備局

京都府

近畿地方整備局 京都府

近畿地方整備局

近畿地方整備局

近畿地方整備局 京都府

近畿地方整備局 京都府

気候変動を
踏まえた
更なる対策
を推進

生物の生息・生育環境の保全再生

ワンド保全・再生

魚がのぼりやすい川への再生

和束町木津川かわまちづくり

河川景観の保全

淀川環境委員会の提案をふまえた河川環境の整備と保全

河川レンジャー制度による環境学習、動植物保護活動との連携

小中学校における河川環境学習の実施

住民団体と連携した水生生物調査の実施

砂州保全

※スケジュールは今後の事業進捗によって変更となる場合がある。

淀川水系流域治水プロジェクト 淀川（京都府域）分会【ロードマップ】
～みず・ひと縒る古都を支える流域対策の推進～

よ

公共空間の整備

5



淀川水系流域治水プロジェクト 淀川（京都府域）分会【事業効果（国直轄区間）の見える化】
～みず・ひと縒る古都を支える流域対策の推進～

よ

よ

短期整備（５カ年加速化対策）効果 ： 河川整備率 約68％→約77％

短期

短期整備完了時の進捗
【木津川】
堤防整備
八幡地区 100％
岩田大住地区 100％
神矢地区 100％
菅井地区 100％
吐師地区 100％
船屋地区 100％
富野地区 100％
平尾地区 100％
上狛地区 100％

嵐山地区
河道掘削 V=250千m3

久我地区
河道掘削 V=230千m3

桂上野地区
河道掘削 V=190千m3

大下津地区
引堤 L=2.2km

久我地区
粘り強い河川堤防 L=1.4km

久我地区
堤防整備 L=1.8km

桂上野地区
堤防整備 L=0.8km

大下津地区
旧堤撤去 V=250千m3

嵐山地区
護岸整備等 N=一式
堰改築等 N=1基
堰撤去 N=1基

大山崎地区
河道掘削 V=1,100千m3

大下津地区
河道掘削 V= 80千m3
河道掘削 V=850千m3

横大路地区
河道掘削 V= 325千m3
河道掘削 V=1,345千m3

向島地区
河道掘削 V=140千m3

塔川地区
河道掘削 V=190千m3

大島地区
樋門増設 N=1基

槙島地区
河道掘削 V= 60千m3
河道掘削 V=220千m3

八幡地区
河道掘削 V=300千m3

5か年加速化メニュー ：赤字
整備計画残メニュー ：緑字

岩田大住地区
堤防整備 L=0.6km

菅井地区
堤防整備 L=0.6km

吐師地区
堤防整備 L=0.6km

富野地区
堤防整備 L=0.2km

平尾地区
堤防整備 L=0.8km

船屋地区
堤防整備 L=0.6km

船屋地区
築堤 L=1.0km

河原地区
築堤 L=0.6km

河原地区
堤防整備 L=2.0km

【宇治川】河道掘削を推進することにより、宇治川の治水安全度の向上。
また、大島排水樋門の増設を完了することで、山科川（堂ノ川）木幡地区
周辺の浸水被害の軽減を図る。

【桂川】大下津引堤と河道掘削により、近年で危険な水位まで到達した平
成16年台風23号規模の洪水を桂川中下流区間で安全に流下させる。

【木津川】木津川全体での堤防強化メニューの完了により、木津川の破堤
リスクを軽減。

短期整備完了時の進捗
【宇治川】
河道掘削
向島地区 100％
槇島地区 20％
樋門増設
大島地区 100％

短期整備完了時の進捗
【桂川】
河道掘削
桂上野地区 100％
久我地区 100％
横大路地区 20％
大下津地区 10％
堰改築等
嵐山地区 30％
引堤、旧堤撤去
大下津地区 100％
堤防整備
桂上野地区 100％
久我地区 100％

※スケジュールは今後の事業進捗によって変更となる場合がある。
※短期整備効果における河川整備率は淀川水系全体の河川整備率を記載しています。

現状
凡例

高頻度（1/10）

中高頻度（1/30）

中頻度（1/50）

中低頻度（1/100）

低頻度（1/150）

想定最大規模

八幡地区
堤防整備 L=0.2km

上狛地区
堤防整備 L=0.1km

木津地区
堤防整備 L=0.2km

上狛2地区
堤防整備 L=0.2km

神矢地区
堤防整備 L=1.6km

宇治川

桂川

木津川

桂川

木津川

樋門増設
宇治川

大島地区

堰改築等
桂川　嵐山地区

（護岸、一の井堰等）

引堤
桂川

大下津地区

築堤
木津川

船屋、河原地区

関連事業

河道掘削

堤防整備
氾濫をできるだけ

防ぐ・減らすための対策

区分 対応内容 区間
工程

短期（R2～R7） 中期（R8～R15） 長期（R16～R34）

R3

H16対応 H25対応

桂上野地区の一部で低頻度
（1/150）の浸水が解消

久我地区の一部で
中高頻度（1/30）の
浸水が解消

木津川下流域～中流域
で中頻度（1/50）の浸水
が解消

※この図は、河川の長期計画
（河川整備基本方針）で計画対
象としている１／１５０確率年
の降雨及びその降雨を１／１０
，１／３０，１／５０，１／１
００の確率年とした場合に想定
される浸水範囲であり、河川整
備計画で目標とする降雨により
想定される浸水範囲と一致しな
い場合があります。
※国直轄区間からの外水氾濫の
みを想定したものであり、浸水
範囲の軽減効果は、国の整備効
果のみを反映している。
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淀川水系流域治水プロジェクト 淀川（京都府域）分会【流域治水の具体的な取組】

～みず・ひと縒る古都を支える流域対策の推進～

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策 被害対象を減少させるための対策 被害の軽減、早期の復旧・復興のための対策

マイ防災マップによる地域防災力の向上
（京田辺市）

雨水地下貯留施設の整備（京都府）

雨水貯留施設
「いろは呑龍ト
ンネル」の整備
により、桂川右
岸地域の浸水
対策を実施す
る。

※指標の数値は集計中のため変更の可能性があります。
※淀川水系全体の指標の数値を記載しています。

遊水機能を有した公園整備計画（亀岡市）

自然共生型の
遊水地機能を
備えた公園を
整備

想定浸水深ラッピングによる
まるまちHMの高度化 （木津川市）

・「居住誘導区域」「都市機能誘導区域」の見直し

・防災指針を追加し、災害リスクを出来る限り回避、
低減させるために必要な取り組みを具体的に提示

立地適正化計画の見直し（長岡京市）

農地・農業用施設の活用 流出抑制対策の実施 立地適正化計画における
防災指針の作成

避難のための
ハザード情報の整備

（概ね５か年後）

高齢者等避難の
実効性の確保

山地の保水機能向上および
土砂・流木災害対策

戦後最大洪水等に対応した
河川の整備（見込）

整備率：７７％

（令和３年度末時点）

４１市町村

（令和２年度実施分）

２３２施設
（令和３年度実施分）

６６箇所

（令和３年度完成分）

９施設

治山対策等の
実施箇所

砂防関係施設の
整備数

（令和３年12月末時点）

０市町村 （令和３年12月末時点）

２１８河川

（令和３年11月末時点）

７団体

洪水浸水想定
区域

個別避難計画

（令和３年９月末時点）

751施設

（令和４年1月1日時点）

44市町

避難確保
計画

10,934施設

土砂

洪水

内水浸水想定
区域
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〇スケジュール（午前）

・10:00 八軒屋浜船着場 出港

・10:30 毛馬閘門到着 見学

・11:05 赤川鉄橋周辺到着 折り返し

・11:20 毛馬閘門到着

・12:10 八軒家浜船着場 帰港

船上スクールにて淀川の防災について講演
～「スイスク」にて講演を実施しました～

淀川河川事務所R5.2.18

【問い合わせ先】

国土交通省 近畿地方整備局 淀川河川事務所 調査課

〒573-1191 枚方市新町2-2-10 TEL 072-843-2861

・令和５年２月１８日、大阪水上バス主催のイベント「スイスク」にて「水辺の防災」をテー
マに講演を行いました。午前・午後で合わせて２回行い、合計１４名の方が参加されました。
・「スイスク」は、クルーズ船「ひまわり」の船内で水辺の歴史、生き物、まちづくり、防災、船
の５つのテーマについて学ぶ、船上スクールです。
・河川管理者が取り組んでいる防災について理解してもらうだけでなく、実際に船に乗ってもらう
ことで舟運の魅力についても知ってもらう良い機会になりました。

参加者の声

当日のコース・スケジュール

〇八軒屋浜から大川（旧淀川）を上って毛馬閘門を通過し、淀川
本川を赤川のJR鉄橋付近まで上り、引き返すルートです。

○国交省の治水の取り組みを詳しく知ることができました。
（５０代 男性）

〇”治水”をテーマにした学習はスケールが大きく、啓発にも良い
と思う。（４０代 女性）

〇川の水面から見る景色とそれぞれの説明及びスタッフも素晴らし
かった。

〇解説が充実していて、また観光としても楽しめる講座で他の人に
も勧めたい。（５０代男性）

〇淀川のことや毛馬閘門のことについてわかった。（10歳 男性）

船上デッキで毛馬閘門の説明

八軒家浜船着場

毛馬閘門

当日の様子

船内の様子

船内での講義

運航ルート
JR赤川鉄橋周辺

クルーズ船 ひまわり

船内の講義だけにとどまらず、船上の
デッキで実物を見ながら説明しました。

小学生から7０代の方まで幅広い年齢の方にお越しいた
だきました。
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近畿地方整備局資料－２３．まるごとまちごとハザードマップの高度化

実
施
内
容

まるごとまちごとハザードマップの高度化

令和3年度は木津川市、京都市で実施

新たな注意警告記号として、
より人目に付きやすい表示（試行）
を採用しています。

まるごとまちごとハザードマップの高度化

●これまでのまるごとまちごとハザードマップ（まるまちHM）に比べてさらに分かりやすく、実際の浸水深が
一目でわかるように工夫することで、設置後も浸水リスクをより多くの住民に理解してもらうことができます。
●二次元バーコードにより市町村の防災情報サイトに接続が可能となります。
●二次元バーコードを活用した避難訓練や防災マップの作成にも活用できます。
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【機密性２】

作成日_作成担当課_用途_保存期間発出元 → 発出先

まるまち高度化について（木津川市木津駅前1丁目～木津川市木津町神田）

・木津川市では、平成25年、29年と市役所周辺で内水被害が発生し、これまで内水排除施設の整備や多
機関連携型タイムラインの作成など、ハード、ソフトともに治水対策が進められていることから、今回、道路管理
者と一緒に「流域治水」の取組として、まるまち高度化を実施。
・木津川市のJR木津駅から市役所前を含む人通りの多い３０箇所での表示板を設置。
位置図

木津川

・まるごとまちごとハザードマップの手引きでは、JIS規格に基づき、
白・黒での表示となっているが、電柱全体のラッピングとなるた
め、白、青表示に一部改良。
・また、大きさについては、240mm以上とあり、高度化におい
ては電柱表示でのバランスを考慮し、概ね300mm角での大
きさで表示。
・なお、表示にあたり、より浸水範囲を危険に表示するため、地
元と調整し、三角の黄色での表示を実施。
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【機密性２】

作成日_作成担当課_用途_保存期間発出元 → 発出先

まるまち高度化について（木津川市の取組）

関電柱への表示 木津川市歩道橋への表示

木津幼稚園の門扉への表示 木津川市照明柱への表示 国道照明柱への表示
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【機密性２】

作成日_作成担当課_用途_保存期間発出元 → 発出先

まるまち高度化について（京都市伏見区納所町）

・京都市伏見区納所では、桂川と宇治川に挟まれており、過去巨椋池の一部であったため、地盤高が非常に
低く、全域にわたって5m近く浸水する地域となるため、地元要望を踏まえ、まるまち高度化を実施。
・納所交差点から納所小学校までの人通りの多い1０箇所での表示板を設置。

位置図

木津川

納所交差点

納所小学校

※納所地域では、今後電鉄会社（京阪電車）も含めた浸水表示を調整中

■設置デザイン
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【機密性２】

作成日_作成担当課_用途_保存期間発出元 → 発出先

まるまち高度化について（京都市の取組）

関電柱への表示

・京都市伏見区納所では、取り急ぎ10箇所の電柱表示のみ実施。
・地元からはさらに表示箇所の増工要望もあるため、次年度以降、京阪電車淀駅及び京都競馬場といった民
間施設への表示を含め、地元と引き続き調整を継続。
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近畿地方整備局

■鉄道会社との連携の具体的な事例（まるごとまちごとハザードマップの設置）

大阪モノレール 南摂津駅（摂津市）京阪電鉄 淀駅（京都市）

実
施
内
容

●駅施設（京阪電鉄、大阪モノレール）に、まるごとまちごとハザードマップの看板を設置
●大阪モノレール南摂津駅では、まるまち看板に加えて、駅施設壁面に想定浸水位を示す
青色ラインを塗装

①令和３年度 鉄道ワーキンググループの取組

壁面に青ラインを配置（塗装）
浸水深が目線より高い場合は、
浸水位置を別看板で掲示
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令和４年３月２５日１４時００分

資料配布 近畿地方整備局・摂津市本省同時発表

「鳥飼地区河川防災ステーション」整備計画の登録について
と りかい

～摂津市と連携して災害発生時における水防活動や災害復旧活動の拠点を整備します～

・国土交通省は、令和４年３月２５日付けで、全国で新たに３箇所の河川防災ステーション整

備計画を登録しました。

・そのうち、近畿地方整備局管内では、摂津市と近畿地方整備局が連携し申請した「鳥飼地

区河川防災ステーション」が登録されました。

・つきましては、登録伝達式を下記のとおり行いますので、お知らせします。

■近畿における河川防災ステーション整備計画 新規登録箇所

大阪府摂津市 鳥飼地区河川防災ステーション （淀川） 別添 １○

・摂津市鳥飼地域は、淀川の想定最大浸水想定区域図において、地域のほぼ全域が浸水エリア

となり、2週間以上の浸水継続時間となります。

・このため、洪水時の水防活動や迅速な災害復旧活動を支える拠点である「河川防災ステーショ

ン」を整備するとともに、摂津市では「河川防災ステーション」を中心とした高台まちづくりを推進

していきます。

■鳥飼地区河川防災ステーション伝達式

・日時：令和4年3月30日（水）13:30～14:00

・場所：摂津市役所 本館３階 ３０１会議室

・内容：近畿地方整備局河川部長から摂津市長へ登録証を手交する伝達式を行います。

国土交通省・摂津市が連携して事業を進めるために確認書の署名取り交わしを行います。

・出席者：摂津市長、近畿地方整備局河川部長、淀川河川事務所長

・取材等：取材をご希望の方は、3月29日（火）16時までに、「取材申込の確認事項」 をご確別添 ２

認の上、メールにより事前申し込みをお願いします。

■参考資料

別添 ３水管理国土保全局治水課 プレス資料

＜取扱い＞

＜配布場所＞近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ、北摂記者クラブ

（事業全般）国土交通省 近畿地方整備局 淀川河川事務所＜問合せ先＞

副所長 善本 隆典（内線２０６） 調査課長 田中 優太（内線３５１）
ぜんもと たかのり た なか ゆう た

電話 ０７２－８４３－２８６１（代表）

（式典全般）摂津市 市長公室長 大橋 徹之 （内線２１００）
おおはし てつゆき

政策推進課 井上 智之 （内線２１９３）
いのうえ ともゆき

電話 ０６－６３８３－１１１１（代表）
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水防センター

備蓄資材置場

ヘリポート

水防団駐車場

１．概要

鳥飼地区河川防災ステーションは、淀川の洪水被害を最小限とするため、
災害時の緊急復旧活動を行う上で必要なコンクリートブロックなどの緊急用
資材の備蓄、駐車場、ヘリポート等の整備を行うと共に、摂津市が水防セン
ターを設置するなど災害時の活動拠点となる施設である。
摂津市では、周辺施設の高台化及び河川防災ステーションとの接続によ

る高台まちづくりを推進するとともに、地域のイベント時の休憩場所、防災訓
練や防災教育の場としての活用など、平常時の利活用を推進することで、
地域の賑わいづくり及び地域の防災に対する意識向上を図る。

２．整備内容

国土交通省 ： 盛土造成、緊急復旧用資材（根固めブロック等）の備蓄、ヘリポート等

摂津市 ： 水防センター

「鳥飼地区河川防災ステーション」（大阪府摂津市）
と り か い せ っ つ し

対象河川 ： 一級河川 淀川水系淀川【国管理河川】

市町村名 ： 大阪府摂津市

よどがわ

せっつし

よどがわ

摂津市

桂川

淀川

位置図

※今後、工事実施のための詳細な設計等を実施することにより、実施内容を変更する場合があります。

宇治川

木津川

大阪府

京都府

河川防災ステーション
整備前状況

R19.8k
R19.6kR19.4kR19.2kR19.0k

R18.8k 鳥飼仁和寺大橋
取付道路河川防災ステーション 淀川

整備イメージ

周辺道路とのアクセス性向上

車両回転場

河川緊急輸送路
からのアクセス坂路

鳥飼仁和寺大橋

鳥飼地区河川防災ＳＴへアクセス可能

鳥飼地区河川防災ステーション

別添１
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｢河川防災ステーション｣は、水防活動を行う上で必要な土砂などの緊急用資材を事前に備蓄し

ておくほか、資材の搬出入やヘリコプターの離着陸などに必要な作業面積を確保するものです。

洪水時には市町村が行う水防活動を支援し、災害が発生した場合には緊急復旧などを迅速に行う

基地となるとともに、平常時には地域の人々の交流や憩いの場として、また河川を中心とした文

化活動の拠点として大いに活用される施設です。国土交通省では、今後も地方自治体と連携を図

り計画的かつ積極的に整備していきます。 
 

《 「河川防災ステーション」の設置位置 》 
設置位置は、次のようなことを考慮して決めます。 
① 水防センターなどの関連施設と河川防災ステーションとの役割分担 
② 重要水防箇所の状況 
③ 過去に大きな被害を受け、水防活動や緊急復旧の実績のある区間及びその状況 
④ 想定される水防活動及び緊急復旧活動に関わる輸送路の状況 
⑤ 水防災意識の向上が期待できるよう、平常時にも一般の利用が活発に行われ、河川を軸とした

文化活動の拠点として活用されるとともに、河川事業の展示活動、研修などが展開できる地域 
 
《 新規に整備を要望する市町村は、最寄りの河川事務所等に相談を 》 

｢河川防災ステーション｣を整備する際は、洪水時の水防活動及び緊急復旧活動の拠点として整

備されるものであり、設置位置、規模、事業効果、その他必要事項を記入した整備計画を作成

し、水管理・国土保全局長に登録する必要があります。 
 「河川防災ステーション」は、河川管理者と水防管理者が一体となって整備する施設ですの

で、市町村等と調整が図られた計画が設置要望の必須条件となります。新規要望を検討されてい

る市町村につきましては、河川管理者（直轄河川については国土交通省河川事務所等、補助河川

については都道府県土木事務所等）にご相談ください。 
  

河川防災ステーション 

～地域で守るふれあいのスペース～ 

（参考） 

【平常時】 

【災害時】 

平常時利活用を促進することで、地域の賑わい

づくり及び防災に対する理解浸透等を推進 

市町村 河川管理者 水管理・国土保全局長

河川防災ステーション実施手順

河川防災ステーション整備計画の検討

水防センター

整備計画の検討

水防災意識向上の検討

平常時利活用の検討

水防センター

整備計画の作成

河川防災ステーション整備計画の作成

登録予定河川の

事前ヒアリング

河川防災ステーションの

登録審査

河川防災ステーションの

登録承認

河川防災ステーションの整備

災害時の利用：

水防活動、緊急復旧活動等

平常時の利用：

水防災意識の向上、文化活動、交流や憩いの場等

調整

調整

登録申請

登録承認
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＜当日の様子＞＜鳥飼地区河川防災ステーション伝達式 概要＞

○日 時：令和4年3月30日（水）13:30～14:00

○場 所：摂津市役所 本館３階 ３０１会議室

○内 容：

・近畿地方整備局河川部長から摂津市長へ登録証を手交

する伝達式

・国土交通省・摂津市が連携して事業を進めるために確

認書の署名取り交わし

〇出席者：摂津市長、近畿地方整備局河川部長、淀川河

川事務所長

国土交通省は、令和４年３月２５日付けで、全国で新たに３箇所の河川防災ステーション整備
計画を登録しました。

そのうち、近畿地方整備局管内では、摂津市と近畿地方整備局が連携し、整備する「鳥飼（と
りかい）地区河川防災ステーション」が登録されました。

それに伴い、令和４年３月３０日に、近畿地方整備局河川部長から摂津市長へ登録証を手交す
る伝達式及び淀川河川事務所長と摂津市長の事業を進めるための確認書の署名を行いました。

国土交通省 摂 津 市

〇主な発言

河川部長：「大阪府内の淀川で第１号となる「摂津市・鳥飼地区河川防災ステーション」の整備計画が決定され、
登録がなされました。令和４年度より、整備に着手し、摂津市と協力しつつ、早期の完成に向けて、
進めて参ります。」

摂津市長：「淀川管内で初ということで、河川防災ステーションの計画登録の伝達を受けました。摂津市は低平
地であり、危険な地形となっているため、高台まちづくりを計画しており、基礎自治体として、内水
対策を進めるだけ無く、国と連携して河川防災ステーション事業を進めて参りたい。」

鳥飼地区河川防災ステーション伝達式
～「河川防災ステーション」登録証の伝達式を開催～

R4.3.30
淀川河川
事務所 摂津市

＜鳥飼地区河川防災ステーションについて＞

・摂津市鳥飼地域は、淀川の想定最大浸水想定区域図に

おいて、地域のほぼ全域が浸水エリアとなり、2週間以

上の浸水継続時間となります。

・このため、洪水時の水防活動や迅速な災害復旧活動を

支える拠点である「河川防災ステーション」を整備する

とともに、摂津市では「河川防災ステーション」を中心

とした高台まちづくりを推進していきます。

【問い合わせ先】
国土交通省 近畿地方整備局
淀川河川事務所 調査課
０７２－８４３－２８６１

摂津市
政策推進課

０６－６３８３－１１１１

登録証 手交（摂津市長、河川部長）

確認書 署名取り交わし

（摂津市長、河川部長、淀川河川事務所長）
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第
３
回
協
議
会
開
催

流
域
水
害
対
策
計
画
（
案
）
に
つ
い
て
協
議

流
域
水
害
対
策
計
画

策
定

大
和
川
流
域
水
害
対
策
協
議
会

設
立

第
1
回
協
議
会
開
催

大和川流域における特定都市河川に係る取組状況

特
定
都
市
河
川
指
定
・
公
示

流
域
水
害
対
策
計
画
（
素
案
）
公
表

令和4年
1月12日12月24日 3月25日

3月25日～4月25日

5月18日

関
係
部
局
へ
の
協
議

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

学
識
者
へ
の
意
見
聴
取

（
現
地
視
察
会
含
む
）

住
民
と
の
意
見
交
換

■大和川流域水害対策計画（素案）に対してパブリックコメント・
住民意見交換会・学識経験を有する者への意見聴取を実施

平城・生駒いかるが圏域

【住民意見交換会】

布留飛鳥圏域

【現地視察会】

保田遊水地

（田原本町で実施中の流域対策）

水田貯留

■大和川流域水害対策協議会の設立

【構成員】
奈良県（知事、総務部長、危機管理監、水循環・森林・景観環境部長、
食と農の振興部長、県土マネジメント部長、地域デザイン推進局長）

流域内２５市町村の長、下水道管理者
近畿地方整備局（局長、建政部長、河川部長）
近畿農政局（農村振興部長）、奈良森林管理事務所長
近畿地方環境事務所長、奈良財務事務所長、奈良地方気象台長、
奈良県防災士会理事長

【協議事項】
・流域水害対策計画の作成及び変更に関する協議
・流域水害対策計画の実施に係る連絡調整

5月27日

■大和川流域水害
対策計画策定

特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

全
面
施
行

令和3年
11月1日

第
２
回
協
議
会
開
催

流
域
水
害
対
策
計
画
の
検
討

都
市
浸
水
想
定
の
作
成

3月10日

第
４
回
協
議
会
開
催

奈
良
県
平
成
緊
急
内
水
対
策
の
取
組
方
針
や

水
害
リ
ス
ク
を
ふ
ま
え
た
土
地
利
用
規
制
の

進
め
方
等
に
つ
い
て
協
議

令和5年
1月16日
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大和川流域水害対策計画の概要

1
22



被害対象を減少させるための対策

2
23



令和４年８月４日から５日の大雨の状況

累加レーダ雨量(8月4日 0時～8月5日 24時）

8月4日09時00分 8月4日12時00分 8月4日15時00分

8月5日03時00分 8月5日06時00分 8月5日09時00分

※数値等は速報値のため、今後の精査等により変更する場合があります。

気象レーダ（福井地方気象台「令和4年8月4日から5日の大雨に関する福井県気象速報より）

○8月4日から5日にかけて日本海の前線が北陸・近畿地方を南下しました。この前線に向かって流れ込
んだ暖かく湿った空気と寒気の影響で、福井県・滋賀県では大気の状態が非常に不安定となり大雨と
なりました。
○福井県南越前町今庄ではアメダスの観測で8月4日から5日の総雨量が426.5mmとなり、また、滋賀県
長浜市付近で5日6時30分までの1時間に約90mmの猛烈な雨が解析され、両県において、記録的短
時間大雨情報が発表されました。
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鹿蒜川流域の被害状況（福井県南越前町）

位置図

南越前町

位置図
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近畿地方整備局におけるリエゾン、TEC-FORCEの派遣

＜福井県南越前町＞

南越前町長説明 ８月１５日被災調査 ８月７日

南越前町長

被災状況（鹿蒜川） ８月７日
かひるがわ

位置図

南越前町

位置図
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近畿地方整備局
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＜推進体制＞

事業名：広域アクションプラン策定事業（ゲリラ豪雨対策）

○ 気候温暖化に伴う局地的豪雨の増加による影響を把握し、その（人的・物的）被害を軽減するために、
関係者連携による広域アクションプランの立案を目指すもの。そのための分科会を開催・運営する。

○ 滋賀県、京都府及び関係市町村、大阪府、和歌山県、京都市、大阪市等（環境部局に加え、一部の防災・危
機管理系部局も参加。継続して参加募集中。）

環境省
近畿地方環境事務所

事業メニューの内容、イメージ

事業メニューの効果

事業メニューの実施事例

想定される適応アクション

ゲリラ豪雨対策分科会の設置
テーマ：局地的大雨による市街地
水災リスク増大への適応
気候変動の影響により、局地的豪
雨の頻度、強度が増してきており、
将来的にはさらに激甚化することが
予想されています。また、局地的豪
雨による災害の頻度・程度が増して
います。
近畿地域では、XRAINによる降
雨の立体観測が高頻度で行われて
いる優位性があります。
・令和４年度は分科会を３回開催
6月21日(火):11時～13時
10月12日(水)：14時～16時
1月11日(水)：10時～12時
⇒ 広域アクションプラン策定予定

・中学校における実証：7月～9月
対象：南宇治中学校、黄檗中学校

a.施設の豪雨対策状況整理
長期ビジョン：施設の豪雨対策状況評価と対策推進
3年間の目標：豪雨対策シートを配布し、施設評価の実施と対策の推進、対策事例の共有
手法：大規模施設の豪雨対策状況の収集と、それらを踏まえた中小規模施設での対策の推進、等。
b.豪雨関連情報の有効活用検討
長期ビジョン：豪雨関連情報の認知向上と有効活用促進
3年間の目標：豪雨関連情報を整理し、必要な情報を取捨選択してもらえる仕組み作り
手法：豪雨関連情報の取りまとめと利用推進体制の構築。中学校での実証結果の共有と広域展開

広域連携での適切性、実行可能性・費用対効果の検証を踏まえ、広域アクションプラン骨子案を検討

c.ゲリラ豪雨対策に関する啓発・教育
長期ビジョン：ゲリラ豪雨による被害事例を風化させないよう、学校教育現場等で啓発・教育を実施
3年間の目標：ゲリラ豪雨被害や対策の理解促進と一般市民への浸透
手法：学校教育現場における啓発授業や啓発パンフレットの作成
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お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

気候変動影響評価・適応推進事業

事業イメージ

委託事業、請負事業

○気候変動の影響は国内外で既に現れており、さらに深刻化する
可能性がある。そのためパリ協定により、各国とも適応の取組が
求められている。
○平成30年６月に気候変動適応法が成立し、適応策の推進は、
骨太の方針、成長戦略・クリーンエネルギー戦略等にも盛り込ま
れている政府の重要課題である。
○環境省の適応策に関する中核的取組として、以下の事業を実施する。
・気候変動影響評価及び適応計画進捗把握
・気候変動適応地域づくり推進事業
・パリ協定気候変動適応世界目標達成に向けた国際協力推進
・気候変動による災害激甚化に係る適応の強化事業
・気候変動を考慮した感染症や気象災害に対する強靭性強化事業
・民間企業による気候変動適応支援
・国民参加による気候変動情報収集・分析事業

① 気候変動適応法・適応計画を効果的・効率的に実行する。
② 地域における適応を推進する。
③ 気候変動に脆弱な開発途上国において、能力強化や官民連携を通じて国際協力を推進する。
④ 気候変動を踏まえて将来の台風に係る影響評価を実施し、激甚化する気象災害への対策の充実を図る。
⑤ 将来の気象災害や感染症等に対する社会の強靭性を強化する。
⑥ 民間企業における適応を促進する。
⑦ 気候変動に関する国民の理解を促進する。

気候変動影響への適応取組を強化し、安全・安心で持続可能な社会の構築を目指します。

【令和５年度予算（案） 732百万円（810百万円）】

民間事業者・団体、地方公共団体 等

平成18年度～

環境省 地球環境局 総務課 気候変動適応室 電話：０３－５５２１－８２４２

■委託請負先
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